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第３章 予 防 編

予防行政の概要

社会経済の変化進展に伴い、生活様式も快適性・利便性を求め多様化していると同時に、

火災の発生要因も多岐・多様化の傾向にあり、各地において多くの尊い生命と貴重な財産が

失われ、さらに急速な高齢化社会への進行、地域の希薄化、価値観等の変化により、住民の

意識も変わりつつあり、住民の防火・防災に対する危機感は徐々に失われつつあります。

このような状況の中で、火災は確実に発生し、住民の行政への期待がますます増加してお

り、この負託に応えるべく高齢者・身体不自由者・幼児等のいわゆる災害弱者の安全確保、

不特定多数の人々が出入りする施設の安全防災、危険物施設の安全確保など、火災その他災

害から住民を守るため、火災予防の推進並びに火災の絶滅を図るために努力をしております。

１．住宅防火対策の推進

住宅からの出火は、建物火災８件のうち１件（前年３件）となっており、死者はいません

でしたが、負傷者が１名発生しました。

過去１０年間では１３名（焼死者７名、負傷者６名）もの方が住宅からの火災により犠牲

になっており、特に高齢者や身体の不自由な方の犠牲が顕著であり、これからも高齢者社会

が進むにつれ益々増加することが懸念されます。

このようなことから、幼児やお年寄り、あるいは身体の不自由ないわゆる災害弱者のいる

家庭に対し、防火査察の実施や住宅用防災機器の普及促進に力を注いでいかなければならな

いと考えております。

＊ 一般住宅防火査察実施状況

区 分 合 計 安平支署 追分出張所 厚真支署 鵡川支署 穂別支署

対 象 物 数 9,783 2,112 1,504 2,010 2,997 1,160

実 施 件 数 10,399 2,573 1,529 2,140 2,997 1,160

実 施 人 員 514 157 119 56 126 56

実 施 時 間 621:05 186:20 90:45 119:15 143:45 81:00
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２．防火安全対策の推進

消防法の規定に基づき、防火対象物及び危険物施設に立ち入り、予防査察を実施しており

ます。

この予防査察は、火気使用設備や器具の位置・構造・管理の状態、防火管理業務や消防訓

練の実施状況、あるいは消防用設備等、避難施設等の維持管理、その他防火安全上の事項に

ついて、検査や質問等を行い不備事項について指摘し、必要に応じて改善報告を求めて是正

するよう指導しております。

＊ 指定防火対象物査察実施状況

区 分 合 計 本 部 安平支署 追分出張所 厚真支署 鵡川支署 穂別支署

対 象 物 数 1,415 466 185 438 209 117

実 施 件 数 1,614 0 479 213 498 268 156

実 施 人 員 502 0 138 50 107 129 78

実 施 時 間 432:40 0:00 118:50 49:50 90:40 99:50 73:30

＊ 危険物施設査察実施状況

区 分 合 計 本 部 安平支署 追分出張所 厚真支署 鵡川支署 穂別支署

対 象 物 数 345 121 36 128 38 22

実 施 件 数 411 0 139 48 152 51 21

実 施 人 員 276 0 91 34 82 47 22

実 施 時 間 95:20 0:00 29:35 10:15 31:30 15:15 8:45

３．ひとり暮らし老人宅等の防火対策

高齢化対策の一つとして、女性消防団員を活用し、ひとり暮らしのお年寄り世帯や高齢者世帯に

ついて、訪問診断を重点的に実施し、火気使用設備や器具の正しい取り扱い方、安全な避難方法な

どきめ細かい防火指導を行い、火災の未然防止と火災による死傷者事故防止対策の徹底を図ってお

ります。



支  署  別 

 区   分

回     数

参 加 者

時     間

回     数

参 加 者

時     間 6:00 6:00

回     数

参 加 者

時     間 3:50 3:00 7:05 6:35 4:10 24:40

回     数

参 加 者

時     間 4:00 4:20 7:00 8:10 10:10 33:40

諸 届 出

危 険 物

同     意

新 聞 等
掲 載

回     数

箇     所

枚     数

回     数

時     間 119:45 40:50 179:45 86:30 56:30 483:20

距     離

回     数

参 加 者

回     数

枚     数

回     数

参 加 者

時     間 3:30 7:30 7:00 18:00

そ  の  他

（イベント)

消 防 施 設
見 学

チ ラシ 等の
配 布

車 両 広 報

立 看板 及び
懸 垂 幕

予 防 関 係
処 理 件 数

防 火座 談会
（ 講習 会）

安平支署

防 火 映 画

広報・広聴・訓練指導状況

避 難 訓 練
指 導

消 火 器 の
取 扱 指 導

12

148

87

3,502

148

12

2,158km 

3

105

31

14

8

9

21

674

792

12

233

本 部 追分出張所 厚真支署 鵡川支署 穂別支署 合 計

6

93

4:00

7

187

6

93

7

187

4:00

27

9 27

394

269

2

2

2

2

500

52

291

5

85 1,005

30

1,001

551

88

2,737

92

4,493

1,150

26

1,365

22

14

6

13

64

20

20

41

873

6

7

13

30

30

105 52

14

264

18

941

330

17

46

10

38

60

2,749

359

32

75

87

183

363

925km 

2

2

73

1,900

2,015km 848km 

7

4,439km 

6

60

59

7,846

8

163

4

2,715

428

89

4,110

811

10,385km 

27

638

312

20,073

13
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地域別

 区　　分

9 2 7 14 32

29 4 7 17 57

2 (1) (1) 2

17 (1) (1) (11) (2) (2) 17

6 (1) (5) 6

18 (1) (2) (11) (2) (2) 18

3 3

3 (1) (1) 3

2 1 (2) 3

14 (6) (2) (3) (1) (2) 14

選任届 17 2 2 6 27

解任届 17 2 1 6 26

制定

変更 9 (3) (6) 9

選任届 17 9 35 16 27 104

解任届 15 7 34 15 27 98

14 3 8 1 1 27

40 6 27 15 2 90

21 11 40 52 31 155

37 6 27 15 2 87

502 212 535 318 155 1,722

3 1 2 6

8 3 4 9 1 25

4 2 1 7

1 2 2 1 4 10

7 7 113 57 41 225

1 1 4 1 2 9

4 4

14 2 23 15 9 63

26 6 22 15 2 71

2 4 11 9 4 30

158 1 65 224

1 4 5

＊ (　)内は、消防本部が取り扱った業務数。

消防本部

消防業務処理状況

合計

建築確認
同 意 処 理

建 築 通 知

変 更 許 可 申 請

厚真支署

水張・水圧検査申請

追分出張所

危 険 物
予 防 規 程

安平支署

(1)

防火管理者

工事整備対象設備等着工届

仮 使 用 承 認 申 請

譲 渡 ・ 引 渡 届

種類・数量変更届

廃 止 届

危 険 物
保 安 監 督 者

危

険

物

製

造

所

等

設 置 許 可 申 請

完 成 検 査 申 請

消 防 設 備 設 置 届

消 防 計 画 書

消 防 設 備 検 査 証 明

消防設備点検結果報告

液 化 石 油 ガ ス 貯 蔵 届

そ の 他

揚 煙 届

煙 火 打 上 届

催 物 開 催 届

水 道 断 水 ・ 減 水 届

道 路 工 事 届

石油ストーブ等分解整備届

指定可燃物・少量危険物
貯 蔵 取 扱 届

防火対象物使用開始届

カ マ ド ・ ボ イ ラ ー 届

変 電 設 備 等 届

鵡川支署 穂別支署

関

係

法

令

に

よ

る

事

務

そ

の

他

条

例

に

よ

る

事

務

集 合 煙 突 検 査 申 請

罹 災 証 明 願

諸 証 明 の 交 付

露 店 等 の 開 設 届 出 書
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　　　　　　　支　署　別

項別 　用　　　　　途 安平支署 追分出張所 厚真支署 鵡川支署 穂別支署 合　　計

イ 劇 場 、 映 画 館 、 観 覧 場 2 2 1 5

ロ 公 会 堂 又 は 集 会 場 10 9 20 15 7 61

イ キャバレー、カフェー等

ロ 遊 技 場 、 ダ ン ス ホ ー ル

ハ 性風俗関連特殊営業を営む店舗

二 カラオケボックスその他遊興を営む店舗

イ 待 合 、 料 理 店 1 1 2

ロ 飲 食 店 8 2 5 1 1 17

百貨店、マーケット、展示場 8 4 8 12 5 37

イ 旅 館 、 ホ テ ル 、 宿 泊 所 2 4 4 2 3 15

ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅 59 39 66 48 22 234

イ 病院、診療所又は助産所 2 1 3 2 2 10

ロ 老人短期入所施設及び老人ホーム等 5 3 4 2 3 17

ハ 老人介護支援センター等及び児童福祉施設 4 3 5 9 9 30

二 幼稚園又は特別支援学校

小、中、高等学校各種学校 3 3 5 3 3 17

図書館、博物館、美術館 1 1 1 2 5

イ 蒸 気 浴 場 、 熱 気 浴 場

ロ イに掲げる以外の公衆浴場 2 2

車 両 の 停 車 場 1 1 2

神 社 、 寺 院 、 教 会 等 7 5 7 8 2 29

12 イ 工 場 又 は 作 業 場 42 14 40 30 16 142

項 ロ 映 画 又 は Ｔ Ｖ ス タ ジ オ

13 イ 自 動 車 車 庫 又 は 駐 車 場 13 9 6 3 2 33

項 ロ 飛行機、回転翼航空機の格納庫

倉 庫 64 17 59 26 10 176

前各項に該当しない事業場 223 58 190 30 16 517

16 イ 複合用途(特定防火対象物) 5 9 7 12 7 40

項 ロ 上記以外の複合用途防火対象物 8 3 5 5 3 24

466 185 438 209 117 1,415

指定防火対象物施設状況

対 象 物 施 設 数

４項

１
項

３
項

５
項

６
項

７項

２
項

８項

合　　　　　　計

14項

15項

９
項

10項

11項
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　　　　　　支　署　別

項別 　　用　　　　　途

イ 劇 場 、 映 画 館 、 観 覧 場 2 2 1 5 2 2 1 5

ロ 公 会 堂 又 は 集 会 場 10 9 20 15 7 61 10 9 20 15 7 61

イ キャバレー、カフェー等

ロ 遊 技 場 、 ダ ン ス ホ ー ル

ハ 性風俗関連特殊営業を営む店舗

二 カラオケボックスその他遊興を営む店舗

イ 待 合 、 料 理 店 1 1 2 1 1 2

ロ 飲 食 店 8 5 1 1 15 7 5 1 1 14

百貨店、マーケット、展示場 7 4 4 8 4 27 7 4 4 8 4 27

イ 旅 館 、 ホ テ ル 、 宿 泊 所 1 1 3 2 3 10 1 1 3 2 3 10

ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅 18 2 5 1 26 18 2 5 1 26

イ 病院、診療所又は助産所 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

ロ 老人短期入所施設及び老人ホーム等 5 3 4 2 3 17 5 3 4 2 3 17

ハ 老人介護支援センター等及び児童福祉施設 4 1 5 4 5 19 4 1 5 4 5 19

二 幼稚園又は特別支援学校

小、中、高等学校各種学校 1 3 5 2 3 14 1 3 5 2 3 14

図書館、博物館、美術館 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

イ 蒸 気 浴 場 、 熱 気 浴 場

ロ イに掲げる以外の公衆浴場 2 2 2 2

車 両 の 停 車 場 1 1 1 1

神 社 、 寺 院 、 教 会 等 6 5 5 7 2 25 6 5 4 7 2 24

12 イ 工 場 又 は 作 業 場 9 1 10 20 9 1 10 20

項 ロ 映 画 又 は Ｔ Ｖ ス タ ジ オ

13 イ 自 動 車 車 庫 又 は 駐 車 場

項 ロ 飛行機、回転翼航空機の格納庫

倉 庫 4 4 4 4

前各項に該当しない事業場 41 4 11 8 3 67 41 4 11 8 3 67

16 イ 複合用途(特定防火対象物) 3 5 3 7 6 24 3 5 3 7 6 24

項 ロ 上記以外の複合用途防火対象物 3 2 5 3 2 5

124 40 74 71 43 352 123 40 73 71 43 350

防 火 管 理 者 選 任 状 況

防火管理を要する防火対象物

１
項

３
項

４項

５
項

６
項

７項

14項

15項

合　　　　　　計

厚
真
支
署

８項

９
項

10項

11項

２
項

安
平
支
署

追
分
出
張
所

鵡
川
支
署

穂
別
支
署

安
平
支
署

追
分
出
張
所

防 火 管 理 者 選 任 対 象 物

合
　
計

合
　
計

厚
真
支
署

鵡
川
支
署

穂
別
支
署
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1,000㎡ 1,000㎡ 1,000㎡ 1,000㎡

項別 　　用　　　　　途 未　　満 以　上 未　　満 以　上

イ 劇 場 、 映 画 館 、 観 覧 場 5 5 5 5

ロ 公 会 堂 又 は 集 会 場 52 9 61 51 9 60

イ キャバレー、カフェー等

ロ 遊 技 場 、 ダ ン ス ホ ー ル

ハ 性風俗関連特殊営業を営む店舗

二 カラオケボックスその他遊興を営む店舗

イ 待 合 、 料 理 店 2 2 1 1

ロ 飲 食 店 17 17 14 14

百貨店、マーケット、展示場 32 5 37 28 4 32

イ 旅 館 、 ホ テ ル 、 宿 泊 所 13 2 15 11 2 13

ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅 198 36 234 190 36 226

イ 病院、診療所又は助産所 7 3 10 6 3 9

ロ 老人短期入所施設及び老人ホーム等 11 6 17 11 6 17

ハ 老人介護支援センター等及び児童福祉施設 19 11 30 18 11 29

二 幼稚園又は特別支援学校

小、中、高等学校各種学校 17 17 17 17

図書館、博物館、美術館 3 2 5 3 2 5

イ 蒸 気 浴 場 、 熱 気 浴 場

ロ イに掲げる以外の公衆浴場 2 2 2 2

車 両 の 停 車 場 2 2 2 2

神 社 、 寺 院 、 教 会 等 24 5 29 19 5 24

12 イ 工 場 又 は 作 業 場 103 39 142 95 39 134

項 ロ 映 画 又 は Ｔ Ｖ ス タ ジ オ

13 イ 自 動 車 車 庫 又 は 駐 車 場 33 33 30 30

項 ロ 飛行機、回転翼航空機の格納庫

倉 庫 156 20 176 149 20 169

前各項に該当しない事業場 416 101 517 406 97 503

16 イ 複合用途(特定防火対象物) 33 7 40 29 7 36

項 ロ 上記以外の複合用途防火対象物 17 7 24 14 7 21

1,138 277 1,415 1,077 272 1,349

２
項

４項

５
項

６
項

７項

点検を要する防火対象物 点検報告済み防火対象物

合　計

合　　　　　　計

合　計

８項

９
項

10項

11項

14項

15項

１
項

３
項

防火対象物の消防用設備等点検・報告状況

-  29  -



　　　地域別

　種　　別

1 1

1 1

1 1

9 5 1 1 17

3 2 7

14 8 1 1 27

　　　地域別

　種　　別

7 7 11 1 27

1 1

1 1

1 1

36 17 3 1 61

2 2 1 7

非 常 ベ ル

自動式サイレン

放 送 設 備

3 4 3 10

2 8 7 1 18

52 39 25 3 126

連 結 散 水 設 備

合 計

連 結 送 水 管

警

報

設

備

避

難

設

備

避 難 器 具

誘 導 灯

誘 導 標 識

消

火

設

備

警

報

設

備

消

火

設

備

非常警
報設備

自 動 火 災 報 知 設 備

ガス漏れ火災警報設備

消防機関へ通報する火災報知設備

漏 電 火 災 警 報 器

ハロゲン化物消火設備

粉 末 消 火 設 備

動 力 消 防 ポ ン プ 設 備

屋 外 消 火 栓 設 備

消 火 器

ス プ リ ン ク ラ ー 設 備

水 噴 霧 消 火 設 備

不 活 性 ガ ス 消 火 設 備

屋 内 消 火 栓 設 備

泡 消 火 設 備

鵡 川 支 署 穂 別 支 署 合 計

安 平 支 署 厚 真 支 署 鵡 川 支 署 穂 別 支 署 合 計

厚 真 支 署追 分 出 張 所

ガス漏れ火災警報設備

消防機関へ通報する火災報知設備

屋 内 消 火 栓 設 備

ス プ リ ン ク ラ ー 設 備

水 噴 霧 消 火 設 備

屋 外 消 火 栓 設 備

自 動 火 災 報 知 設 備

不 活 性 ガ ス 消 火 設 備

泡 消 火 設 備

工事整備対象設備等着工届受理状況

消防用設備等設置届受理状況

合 計

漏 電 火 災 警 報 器

ハロゲン化物消火設備

動 力 消 防 ポ ン プ 設 備

避 難 設 備 ・ 器 具

安 平 支 署

粉 末 消 火 設 備

3

2

1

2

1

追 分 出 張 所

4

7
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支署別

貯蔵・取扱数量別

区　　　　分

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

貯　蔵　所

取　扱　所

区　　　　分

8 2 2 1 13 6 2 3 1 1 13

2 2 1 1 2

1 1 1 1

平 屋 建 以 外 1 1 1 1

22 2 65 8 7 104 11 2 16 4 2 10 25 2 32 104

特定屋外タンク 6 34 40 6 2 32 40

準特定屋外タンク 2 14 16 5 11 16

38 13 23 9 5 88 45 25 14 2 2 88

16 6 15 7 4 48 34 4 9 1 48

17 7 9 9 3 45 3 2 18 9 5 5 3 45

船舶給油取扱所 1 1 2 1 1 2

自家給油取扱所 13 4 5 4 1 27 3 2 18 4 27

20 6 13 3 2 44 19 5 11 1 5 3 44

ボイラー等消費 4 1 4 2 1 12 9 3 12

焼 き 入 れ

充 填 3 3 2 1 9 1 2 3 1 1 1 9

詰 替 2 1 3 1 2 3

油 圧 装 置 等 3 3 3 3

121 36 128 38 22 345 120 40 72 17 6 8 15 30 5 32 345

5
倍
以
上

1
0
倍
未
満

1
0
0
〃

1
5
0
〃

2
0
0
〃

1
5
0
〃

2
0
0
〃

1
0
0
0
〃

5
0
0
0
〃

1
0
0
0
0
〃

屋外タンク貯蔵所

1
0
〃

5
0
〃

5
0
〃

1
0
0
〃

1
0
0
0
〃

厚

真

支

署

管

内

屋 内 貯 蔵 所

給 油 取 扱 所

一 般 取 扱 所

合 計

5
0
0
0
〃

貯

蔵

所

取

扱

所

屋内タンク貯蔵所

危険物 製造 所等 施設 状況

支 署 別

５

倍

未

満

貯 蔵 ・ 取 扱 数 量 別

安

平

支

署

管

内

鵡

川

支

署

管

内

穂

別

支

署

管

内

合

計

追

分

出

張

所

管

内

1
0
,
0
0
0
倍
以
上

合

　
　
　
　
　
　
計

地下タンク貯蔵所

簡易タンク貯蔵所

屋 外 貯 蔵 所

移動タンク貯蔵所
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　貯 蔵 所

　取 扱 所

指導状況

構 造 設 備 等

消 火 設 備 等

掲 示 板

油 分 離 槽 等

そ の 他

8 22 6 2 38 16 17 13 20 4 3 121

8 23 6 2 39 24 25 13 20 4 3 139

構 造 設 備 等

消 火 設 備 等

掲 示 板

油 分 離 槽 等

そ の 他 1 1 1

2 2 13 6 7 4 6 1 3 2 36

2 2 13 12 13 4 6 1 3 2 48

構 造 設 備 等

消 火 設 備 等

掲 示 板

油 分 離 槽 等

そ の 他

2 1 65 34 14 23 15 9 1 5 13 4 2 1 3 128

1 1 65 34 14 26 33 13 1 5 13 4 2 1 3 152

構 造 設 備 等 3 2

消 火 設 備 等

掲 示 板 1

油 分 離 槽 等

そ の 他 1 3

2 8 9 7 9 1 4 3 2 1 38

2 8 10 14 14 2 4 3 2 1 51

構 造 設 備 等

消 火 設 備 等

掲 示 板 1

油 分 離 槽 等

そ の 他 2 1 1

1 7 5 4 3 1 2 1 22

4 8 8 2 1 1 21

構 造 設 備 等

消 火 設 備 等

掲 示 板

油 分 離 槽 等

そ の 他

危険物施設立入検査状況

屋

外

貯

蔵

所

屋

内

貯

蔵

所

屋

内

タ

ン

ク

移

動

タ

ン

ク

一

般

取

扱

所

屋

外

タ

ン

ク

地

下

タ

ン

ク

簡

易

タ

ン

ク

油

圧

貯 蔵 所

詰

替

消

費

焼

き

入

れ

充

填

給

油

取

扱

所

船

舶

給

油

自

家

給

油

特

定

屋

外

準

特

定

屋

外

安

平

支

署

施 設 件 数

立 入 検 査 数

指

導

事

項

等

立 入 検 査 数

指

導

事

項

等

消

防

本

部

施 設 件 数

追

分

出

張

所

施 設 件 数

立 入 検 査 数

指

導

事

項

等

指

導

事

項

等

厚

真

支

署

施 設 件 数

立 入 検 査 数

指

導

事

項

等

合

計

取 扱 所

移

送

取

扱

所

穂

別

支

署

施 設 件 数

立 入 検 査 数

指

導

事

項

等

鵡

川

支

署

施 設 件 数

立 入 検 査 数
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指導状況

申 請 2 2

許 可 2 2

申 請 10 8 2 1 3 3 1 1 18

許 可 10 8 2 1 3 3 1 1 18

申 請

証 交 付

申 請

証 交 付

申 請 5 5

証 交 付 5 5

申 請 1 1 1

証 交 付 1 1 1

申 請 2 2

証 交 付 2 2

申 請 9 8 1 1 3 3 1 1 17

証 交 付 9 8 1 1 3 3 1 1 17

申 請 3 3 3

証交付 3 3 3

申 請 3 3

承 認 3 3

申 請 1 1

承 認 1 1

申 請 11 7 2 2 1 1 2 1 1 16

承 認 11 7 2 2 1 1 2 1 1 16

申 請 7 1 2 6 2 1 1 14

承 認 7 1 2 6 2 1 1 14

1 23 16 1 1 3 1 2 1 1 29

3 3

2 1 1 3

2 48 36 2 11 3 1 1 12 6 1 3 77

1 7 2 5 1 16

97 83 8 2 3 1 1 1 103

2 3 3 5

1 5 7 1 14

26 24 1 2 28

危険物規制事務処理状況

準

特

定

屋

外

設 置

変 更

移

送

取

扱

所

合

計

屋

内

貯

蔵

所

自

家

給

油

ボ

イ

ラ
ー

消

費

焼

き

入

れ

充

填

完

成

検

査

前

検

査

許

可

基礎・地盤

給

油

取

扱

所

一

般

取

扱

所

簡

易

タ

ン

ク

移

動

タ

ン

ク

屋

外

タ

ン

ク

地

下

タ

ン

ク

特

定

屋

外

船

舶

給

油

詰

替

そ の 他

種 類 ・ 数 量 変 更

住 所 ・ 氏 名 変 更

使 用 休 止 ・ 再 開

軽 微 変 更

事 故 発 生

火 気 使 用 工 事

届

出

等

申 請 取 下

溶 接 部

水 圧

水 張

設 置

廃 止 届

譲 渡 引 渡 届

変 更

仮 使 用

仮 貯 蔵

保 安 検 査

油

圧

　貯　蔵　所

　取　扱　所

貯 蔵 所 取 扱 所

屋

外

貯

蔵

所

屋

内

タ

ン

ク

承

認

・

許

可

等

完

成

検

査

保安統括管理者選・解任

保安監督者選・解任

仮 取 扱

予 防 規 程
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 　区分 延面積

月別 (㎡) 面　積(㎡) 面　積(㎡) 面　積(㎡) 面　積(㎡)

１月

２月 8 1,731.06 7 1,703.15 1 27.91

３月 6 1,356.36 3 1,041.88 3 314.48

４月 3 704.32 3 704.32

５月 10 2,144.66 7 1,251.71 3 892.95

６月 6 1,893.66 6 1,893.66

７月 3 768.23 3 768.23

８月 1 177.20 1 177.20

９月 5 1,124.51 5 1,124.51

10月 4 732.13 3 413.08 1 319.05

11月 5 864.41 5 864.41

12月 3 1,027.15 3 1,027.15

合　計 54 12,523.69 46 10,969.30 2 346.96 6 1,207.43

改 築 そ の 他

建築同意(同意概況)工事別・月別統計表

棟

数 棟数 棟数 棟数棟数

新 築 増 築
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　　　　　　　　　支　署　別

項別 　用　　　　　途 安平支署 追分出張所 厚真支署 鵡川支署 穂別支署 合　計

イ 劇 場 、 映 画 館 、 観 覧 場

ロ 公 会 堂 又 は 集 会 場

イ キ ャ バ レ ー 、 カ フ ェ ー 等

ロ 遊 技 場 、 ダ ン ス ホ ー ル

ハ 性風俗関連特殊営業を営む店舗

二 カラオケボックスその他遊興を営む店舗

イ 待 合 、 料 理 店

ロ 飲 食 店

百貨店、マーケット、展示場

イ 旅 館 、 ホ テ ル 、 宿 泊 所 3 3 6

ロ 寄 宿 舎 、 下 宿 又 は 共 同 住 宅 1 1

イ 病 院 、 診 療 所 又 は 助 産 所 1 1

ロ 老人短期入所施設及び老人ホーム等 1 1

ハ 老人介護支援センター等及び児童福祉施設 1 1

二 幼 稚 園 又 は 特 別 支 援 学 校

小 、 中 、 高 等 学 校 各 種 学 校

図 書 館 、 博 物 館 、 美 術 館

イ 蒸 気 浴 場 、 熱 気 浴 場

ロ イ に 掲 げ る 以 外 の 公 衆 浴 場

車 両 の 停 車 場

神 社 、 寺 院 、 教 会 等

12 イ 工 場 又 は 作 業 場 1 1 2

項 ロ 映 画 又 は Ｔ Ｖ ス タ ジ オ

13 イ 自 動 車 車 庫 又 は 駐 車 場

項 ロ 飛行機、回転翼航空機の格納庫

倉 庫 6 6

前 各 項 に 該 当 し な い 事 業 場 2 2 7 11

16 イ 複 合 用 途 (特 定 防 火 対 象 物 )

項 ロ 上記以外の複合用途防火対象物

11 4 6 4 25

17 4 12 21 54

地区別・用途別・建築同意状況

15項

合　　　　　　計

一 般 住 宅 ・ そ の 他

同 意 棟 数

９
項

10項

11項

14項

５
項

６
項

７項

８項

１
項

３
項

４項

２
項
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